
―市民の皆さんのご意見をぜひ―

　「市民の会」では４月１７日、水戸市長に公開質問
状（２面に要旨掲載）を出しました（回答期限４月
27日）。そのなかで次の提言（質問第 12項目）をし
ました。
　「水戸市所有の渋井町の仮称・東部公園予定地は

新しい市民会館予定地（候補）及び
会館規模を提言したいと考えています

〈主催〉新・市民会館計画を白紙にもどし、市民の声を反映させる会（略称・市民の会）
（〒310-0903　水戸市堀町976－12　電話・ＦＡＸ ２５３ー２８４５）
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６　２2018年 月 日（土）13：30～ 16：00（13 時開場、入場無料）
水戸市五軒町 1－2－12
℡２２６－４１５６みと文化交流プラザ 201 号（ ）

１８．９ヘクタールと現計画の２０倍と広大である。
市民の要望が強いサッカー場、野球場、公園とともに、
ここに市民会館を新築すれば、スポーツ・文化ゾー
ンとして市民にも喜ばれ、水戸のシンボルとして集
客力も向上する。水戸駅から約３キロと交通も至便
であり、平地の駐車場もたっぷりとれる。事業費は
現計画の２０％程度に抑えることができ、そのうえ
早くできる。計画変更を決断する考えはないか。」

東部公園（仮称）・土地利用計画図
（渋井町・浜田地内）

（水戸市・公園緑地課の計画）
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Ｎ〈施設・整備はこれから〉


